
初診時の「選定療養費」について（平成２２年９月１日料金改定） 

平成８年４月１日の健康保険法の改正で、地域の医院・診療所と病床数 ２００床

以上の病院との役割分担と連携を進めるため、２００床以上の病院での初診に対して、

他他他他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関のののの医師医師医師医師のののの紹介状紹介状紹介状紹介状がないがないがないがない場合場合場合場合には、初診時の「選定療養費」として新た

な患者様の自己負担を健康保険法にて定められました。 

 これは、「地域の医院・診療所」と「２００床以上の病院」との機能分担を進め、 

「初期初期初期初期のののの診療診療診療診療はははは医院医院医院医院・・・・診療所診療所診療所診療所で、高度高度高度高度・・・・専門医療専門医療専門医療専門医療はははは病院病院病院病院で行う」ことを目的として、定

められたものです。 

 

 この改正により当院では、初診時の選定療養費として４，２００円（消費税込み）を、

お支払いいただいています。  

 

 

《《《《ごごごご参考参考参考参考》》》》 

    

選定療養費選定療養費選定療養費選定療養費とはとはとはとは？？？？ 

健療保険の自己負担分とは別に、室料差額のように自費として、お支払いいただくこ

とが健康保険法で認められている項目のことです。 

２００床以上の基幹病院で、他院の医師の紹介状を持たずに初診で受診される場合

にも、 お支払いいただくことが認められています。 

 

他医療機関他医療機関他医療機関他医療機関のののの医師医師医師医師のののの紹介状紹介状紹介状紹介状がないとがないとがないとがないと初診初診初診初診のののの診察診察診察診察をしてもらえないをしてもらえないをしてもらえないをしてもらえない？？？？    

紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診の選定療養費として、 

初診料と別に４４４４，，，，２００２００２００２００円円円円（（（（消費税込消費税込消費税込消費税込みみみみ））））を、お支払いいただくことになります。 

当院を受診されるときには、できるだけ地域のかかりつけのお医者様に紹介状を出し

てもらってから、ご来院ください。 

初診初診初診初診のののの人人人人はははは、、、、必必必必ずずずず選定療養費選定療養費選定療養費選定療養費をををを請求請求請求請求されるされるされるされる？？？？ 

紹介状紹介状紹介状紹介状をををを持参持参持参持参された方や、緊急のためやむを得ず救急車救急車救急車救急車でででで搬送搬送搬送搬送され、他院からの紹介によ

らず受診された方などは対象とはなりません。 

 

健康保険法健康保険法健康保険法健康保険法ではではではでは、、、、以下以下以下以下のようなのようなのようなのような場合場合場合場合をををを初診初診初診初診とととと定定定定めていますめていますめていますめています 

①当院を初めて受診される方 

②以前に当院を受診したことがあっても、すでにその病気が治癒している場合 

③以前に当院を受診したことがあっても、継続的に受診がなく前回の受診より 

 間隔があいている場合 

※最終来院日より１１１１カカカカ月以上月以上月以上月以上ご来院のなかった場合、前回受診病名によっては、 

 初診の扱いになる場合があります。 
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